
 

  

今年の夏も「危険な暑さ」と言われるほどの猛暑でした。長い夏も終わり、やっと秋の涼

しさを感じられるようになりましたね。暑さのために外出を控えていた方も多いのではない

でしょうか。秋は美味しいものがたくさん出てくる時期で食欲も増しますね。涼しいこの時

に運動も取り入れながら体力を取り戻しましょう。                       

 

  

 
 

廿日市警察署と消費生活センターから講師をお招きし、 はつかいち中部圏域の民生委員や居宅

介護支援事業所のケアマネジャーの方々を対象に、“高齢者の消費者被害” について講義をして

いただきました。 

 警察の方からは、特殊詐欺や廿日市の実例、警察の役割について説明がありました。 

特殊詐欺とは “電話による対面することのない詐欺” のことで、還付金詐欺や架空料金請求詐

欺などがあります。「今日が期限です」 「法的措置に移行します」 などと相手を不安にさせる言

葉を使い、正常な判断ができないようにさせるそうです。 特殊詐欺は、高齢者の被害が特に多い

とのことです。被害を防ぐためにも、不安なことが起こったら、まずは誰かに相談することが大

切ですね。 

また、最近では SNS を悪用した投資詐欺も急増しているそうです。「投資をすれば儲かる」 な

どの、インターネット上の投稿や広告を安易に信用しないように注意していきましょう。 

 消費生活センターの方からは、センターの役割や消費者被害の現状について説明がありました。 

被害に遭った事例としては、一人暮らしの高齢者の生活に入り込み、家族が帰省した際に発覚し

たということがあるそうです。本人の 「取り戻したい」 という意思がないと介入は難しいそう

ですが、どんな些細なことでも諦めてしまわず、消費生活センターに相談してほしいということ

でした。 

高齢者の消費者被害を未然に防ぐためには、周りの人が 

いつもと違う様子に気付いて声掛けをし、相談機関につな 

ぐことが大切ということを、支援者みんなで確認できた良 

い会議となりました。 

地域ケア会議を行いました 

「高齢者の消費者被害について」 

日時 ： 令和 6 年 8 月 22 日（木） 13:30～15：00 

場所 ： 四季が丘せせらぎ園 地域交流ホール 



発行元：地域包括支援センターはつかいち中部 
住所 廿日市市宮内 4286-1   ☎0829-20-4580 FAX0829-20-4590 

営業時間 8:30～17:15(土・日・祝休み) 訪問も致します。お気軽にご相談ください。 

角寿司 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 広島郷土料理 
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